
規

則 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
月
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
七
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
百
八
十
七
条
の
表
埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
保
護
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

             
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
自
治
紛
争
処

理
委
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

法
第
二
百
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
相
互
の

間
又
は
市
町
村
の
機
関
相
互
の
間
の
紛
争
の
調
停
、
法
第
二

百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
協
約
に
係
る
紛

争
を
処
理
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示
及
び
法
第
百
四
十
三
条

第
三
項
（
法
第
百
八
十
条
の
五
第
八
項
及
び
第
百
八
十
四
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
審
査
請
求

又
は
法
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
申
立
て
若
し
く
は
審
決
の
申

請
に
係
る
審
理
に
関
す
る
事
務 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

課 村 町 市 び 及課 策 政 域 地 

 

 


